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	備考
一　提示は、長さ八十五センチメートル、幅六〇センチメートル以上のものとする。
二　提示は、投票所内の選挙人の見易い場所に一枚以上行なうものとする。
	
ちゅうい
注意

大 (おお)町 (まち)町 (ちょう)長 (ちょう)選 (せん)挙 (きょ)に (
)おける候 (こう)補 (ほ)者 (しゃ)（氏 (ふり)名 (がな)）は　　　　年　　月　　日死 (し)亡 (ぼう)した（公 (こう)職 (しょく)選 (せん)挙 (きょ)法 (ほう)第 (だい)九十一条 (じょう)（第 (だい)百三条 (じょう)）の規 (き)定 (てい)により候 (こう)補 (ほ)者 (しゃ)たることを辞 (じ)したものとみなされた）（公 (こう)職 (しょく)選 (せん)挙 (きょ)法 (ほう)第 (だい)八十六条 (じょう)第 (だい)九項 (こう)の規 (き)定 (てい)により立 (りっ)候 (こう)補 (ほ)の届出 (とどけで)を却下 (きゃっか)された）ので（氏 (ふり)名 (がな)）に対 (たい)する投 (とう)票 (ひょう)は無 (む)効 (こう)になります。
年　　　月　　　日
大町町選挙管理委員会

	
	



